
平成 29 年度第 12 回開成町課長会議 
 

日時 平成 30 年３月 22 日（木）午前９時から 11 時 

場所 中会議室 Ｂ 

                 進行 鳥海参事 

１．町 長 

 

２．行事予定について（裏面のとおり） 

 

３．平成 30 年度職員研修基本計画について（総務課）【10 分】 

 

４．その他 

企画政策課   ・平成 30 年度広報かいせい作成スケジュールについて【３分】 

総務課     ・平成 30 年度庁議予定について【３分】 

自治活動応援課 ・平成 30 年度行政連絡員・自治会長連絡協議会会議日程について 

                               【２分】 

税務窓口課   ・開成町統合型地理情報システム導入検討プロジェクトチームの 

設置について【10 分】 

環境防災課   ・開成町地域防災リーダー認定について【３分】 

保険健康課     ・赤ちゃんの駅について【５分】 

街づくり推進課 ・足柄産業集積ビレッジ構想の取り組みについて【10 分】                               

産業振興課   ・設備投資に係る新たな固定資産税特例について【５分】 

・神奈川県西部広域有害鳥獣対策協議会の解散の経緯について 

                                      【５分】 

 

子ども・子育て ・平成 30 年度子ども・子育て支援活動助成事業について【５分】 

 

５．副町長 
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平成３０年３月２２日
課長会議資料

行政推進部総務課

平成３０年度　庁議（課長会議）予定表



平成30年3月22日
課長会議資料
自治活動応援課

平成３０年度　開成町行政連絡員・自治会長連絡協議会の年間会議日程

平成３０年度

会議開催予定日

４月 １１日（水）

５月 ９日（水）

６月

７月 １１日（水）

８月

９月 １９日（水）

１０月

１１月 ７日（水）

１２月

１月 ９日（水）

２月 ２０日（水）

３月

　・ 年間７回開催予定、原則として第２、第３水曜日に開催する。

月

◆平成３０年度自治会長会議開催予定日

　・ 開催しない月…６月、８月、10月、12月、３月は開催しない。



開成町統合型地理情報システム導入検討プロジェクトチームの設置について 

 

統合型ＧＩＳ導入に向けて、１月の課長会議で報告した標記の件について、

次のとおり実施しますので、関係各課のご協力をお願い致します。 

 

１．プロジェクトチーム設置について  

 

 プロジェクトチーム設置に向けて、３月１４日付で要領を制定しましたの

で、４月からプロジェクト事業を開始します。 

 

  「開成町統合型地理情報システム導入検討プロジェクトチーム設置要領」 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、開成町特別プロジェクトチームの設置運営等に関する規

程（平成１０年開成町訓令第６号）第２条の規定に基づき、統合型地理情報シ

ステムを導入するため設置する特別プロジェクトチームについて必要な事項

を定めるものとする。 

（設置目的及び名称） 

第２条 特別プロジェクトチームは、統合型地理情報システムの導入検討を目

的として設置し、その名称は「開成町統合型地理情報システム導入検討プロジ

ェクトチーム」（以下「チーム」という。）とする。 

（所掌事務） 

第３条 チームの処理する事項は、次のとおりとする。 

 （１）統合型地理情報システム導入に関する事項についての検討 

 （２）その他必要な事項 

（組織） 

第４条 チームは、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって組織し、別表

に掲げる職員をもって充てる。 

２ 前項の規定にかかわらず、リーダーが必要と認めるときは、別表に掲げる職

員に代わり、別の職員を充てることができる。 

３ リーダーが必要と認めるときは、関係課（室を含む。）の長に対し協力を求

めることができる。 

 （庶務） 

第５条 チームの庶務は、町民サービス部税務窓口課において処理する。 

 （設置期間） 

第６条 チームの設置期間は、この訓令の施行の日から第３条に規定する所掌

事務の処理が完了する日までとする。 

 （その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長

課長会議 

平成３０年３月２２日 

町民サービス部 税務窓口課 



が別に定める。 

 

    附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

職員 人数 備  考 

まちづくり部街づくり推進課主幹又は副主幹 １名 リーダー 

まちづくり部上下水道課主幹又は副主幹 １名 サブリーダー 

行政推進部企画政策課主幹又は副主幹 １名 サブリーダー 

行政推進部総務課主幹又は副主幹 １名  

行政推進部財務課主幹又は副主幹 １名  

町民サービス部自治活動応援課主幹又は副主幹 １名  

町民サービス部税務窓口課主幹又は副主幹 １名  

町民サービス部環境防災課主幹又は副主幹 １名  

保健福祉部福祉課主幹又は副主幹 １名  

保健福祉部保険健康課主幹又は副主幹 １名  

まちづくり部産業振興課主幹又は副主幹 １名  

教育委員会事務局教育総務課主幹又は副主幹 １名  

教育委員会事務局子ども・子育て支援室主幹又は副主

幹 

１名  

 

 

２．プロジェクトメンバーについて 

 

 本日付（３月２２日）でメンバー推薦の依頼をしますので、人事異動を考慮し

たうえで、４月からの体制での提出（４月５日締切）をお願いします。また、第

一回目の会議については、４月１８日９時３０分から実施しますので、メンバー

の出席をお願いします。 

 

 

３．プロジェクトの見通しについて 

 

 統合型ＧＩＳの導入を本チームの最終目的とし、導入に向けた調査、検討を実

施します。また、チーム解散後の運用方針ついても検討し、新しい管理運用組織

への引継ぎまでを予定しております。 

 導入の時期については、平成３２年度を想定しており、平成３１年度及び平成

３２年度の予算化を目指しております。 



課 長 会 議 提 出 資 料 

平 成 3 0 年 3 月 2 2 日 

町民サービス部環境防災課 

 

開成町地域防災リーダー認定について  

１ .趣旨 

町の防災活動を積極的に推進するため、地域の防災活動の指導役として、地域

と町を結ぶ人材を養成するため、開成町地域防災リーダーを認定する。  

 

２ .講座受講要件 

（１）町が実施する開成町防災講座を受講し修了証を交付された者  

（２）市町村消防団に所属し副分団長以上の役職経験者  

（３）防災士の資格を有する者  

（４）消防職員として消防に関する業務に１０年以上従事した者  

（５）同等以上の知識と実績があると町長が認めた者  

 

３ .講座開催日及び受講申込み者数  

  平成３０年２月１８日（日） ７人 

平成３０年２月２４日（土）  ９人    ２６人  

平成３０年３月１１日（日）１０人  

 

４ .地域防災リーダー認定者数  

自治会名  認定者数  自治会名  認定者数  

岡野  ０人  上島  １人  

金井島  ３人  河原町  ０人  

上延沢  ３人  榎本  ０人  

下延沢  １人  中家村  ７人  

円中  ４人  下島  ２人  

宮台  ２人  パレットガーデン  １人  

牛島  ２人       

  認定者数  ２６人  

 

 ＊本事業は、今年度の協働推進特別枠を活用した事業であり、自治会防災部長  

会議で検討を進め、自治会側も受講者への周知に積極的にかかわってもらっ  

たことで、受講者数を確保できた。  

 

 



 

５ .効果測定の内容及び合格基準  

発電機の取り扱い（地震への備え）、消火器の取り扱い（火災への備え）、水  

防工法（風水害への備え）の３項目において効果測定を実施し、各項目で７割  

以上の点数を獲得した受講者を地域防災リーダーとして認定する。  

 

６ .認定後の活動内容  

（１）  地域の防災活動に必要な知識及び技術の習得  

（２）  地域防災組織への指導及び助言  

（３）  災害発生時における地域防災組織と連携した応急対策活動  

（４）  その他地域の防災活動の推進に関すること  

 

７ .今後のスケジュール  

（１）地域防災リーダーに対し、認定証及び物品（ベスト・帽子）を支給する。 

  ⇒３月２６日（月）開成町防災リーダー認定証交付式を行い、町長より地域  

防災リーダーに認定証を交付する。  

（２）認定を受けた地域防災リーダーの情報を、認定者が居住する自治会に対し

公表する。  

⇒４月の自治会長会議で公表する。  

 



 

 

 

赤ちゃんの駅について 

 

 

１ 目的 

乳幼児を連れた保護者が、外出時において、気軽に授乳やおむつ替えができる場所

を備えた施設又は店舗を、開成町赤ちゃんの駅として登録し、これを広く公表するこ

とで、安心して子育てができる地域環境の整備を図ることを目的とするもの。 

 

２ 現在の登録施設等 

①開成町保健センター 

②駅前子育て支援センター 

③福祉会館 

④中栄信用金庫開成支店 

⑤さがみ信用金庫開成町支店 

 

３ ステッカーの掲示 

登録施設に別添デザインによるステッカーを掲示していただく。 

 

４ 今後の展開 

①登録施設の拡大。 

→ 県合庁、水辺スポーツ公園、町内金融機関、スーパー、コンビニ等に登録を促

していく。 

②施設の周知 

→ 各月齢における乳幼児検診等において、保護者に周知する。 

町ホームページでの公開。 

課長会議資料 

平成 30年 3月 22日 

保健福祉部保険健康課 



 

 

  

平
成

30
年
３
月

22
日

 

課
長
会
議
資
料

 

街
づ
く
り
推
進
課

 

足
柄
産
業
集
積
ビ
レ
ッ
ジ
構
想
の
取
組
に
つ
い
て

 
（平
成

30
年
２
月

23
日
開
催

 
第
５
回
足
柄
産
業
集
積
ビ
レ
ッ
ジ
構
想
に
係
る
全
体
説
明
会

 
資
料
抜
粋
） 

－ １ － 



 

  

－ ２ － 



 

 

－ ３ － 











 
平成 30年３月 22日 

課 長 会 議 資 料 

産 業 振 興 課 

神奈川県西部広域有害鳥獣対策協議会の解散について 

 

１．神奈川県西部広域有害鳥獣対策協議会について 

近年の神奈川県西部地域における鳥獣被害の拡大を受け、広域的な捕獲体制の強化と、

民間事業者との連携による捕獲個体処分費の負担軽減を目的とし、神奈川県西部広域有害

鳥獣対策協議会（以下「協議会」表記。）を設立した。 

○設立年月日：平成 29年４月 21日 

○構成団体：県、県西地域２市８町、県猟友会各支部、かながわ西湘農業協同組合等 

○主な事業：移動式解体処理車（以下「処理車」と表記。）の導入 

 

２．解散の理由 

優先交渉先である民間事業者（以下「事業者」と表記。）の提案内容は課題が多いもの

であったため、県を中心に協議会が事業者と協議を重ねてきた。（裏面参照） 

しかし、調整がつかず事業者から辞退届が提出されたことにより、主たる事業の運営が

できないため協議会を解散することとなった。 

 

３．今後の有害鳥獣対策のあり方について 

有害鳥獣対策については、従来から足柄上地域１市５町とかながわ西湘農業協同組合と

で協議会を設置して対策を講じていることから、引き続きこの枠組みでの活動に取り組

む。 

また、捕獲個体の有効活用（ジビエ）については、県西地域の地域活性化に資する取り

組みであることから、今後も活用の手段や連携の可能性について検討していく。 

 

（参考）協議会の動向 

日 付 主  な  内  容 

平成 29年 

 ４月 21日 ○協議会設立総会 

５月 30日 
○第１回公募型プロポーザル審査委員会（プレゼンテーション） 

⇒ALSOK神奈川㈱のみが参加 

６月 30日 
○第２回公募型プロポーザル審査委員会…ALSOK神奈川㈱を優先交

渉先とすることに決定し、協議会第２回通常総会にて審査結果を報告 

７月 11日 
○事業者へ公募型プロポーザルの審査結果を通知 

※通知には、提案内容は様々な課題を内包していることも記載 

７月～12月 
○事業者と、課題解決に向けて事業運営等の協議 

○適宜、国・県との調整や幹事会の開催等 

平成 30年 

 １月４日 ○事業者から、協議会に辞退届が提出される。 

１月 23日 

○協議会臨時総会 

・辞退届提出の報告 

・事業者を再度公募しても、新たな事業者が参加する可能性が限りな

く低いことから事業を終了させることとした。 

・協議会の主たる事業である処理車の運用に関する事業が実施できな

いため、協議会を解散することとした。 



事業者からの提案と協議会の見解（参考） 

 

事業者からの提案等 左記に対する協議会の見解 

事業収支が合わない場合（想定の捕獲頭数

に達しない等）、協議会が金銭的な補填を

すること。 

・事業収支の中に、捕獲後の利活用としてのジ

ビエ事業が含まれている。営利企業としての活

動であるため補填することはできない。 

捕獲従事者に交付されている捕獲奨励金

（8,000 円／頭）は事業者に交付するこ

と。 

・捕獲従事者が無償ボランティアとなってしま

い、猟銃の弾の費用すら弁償することができな

い。また、捕獲従事者のモチベーションの低下

に繋がることから認められない。 

処理車の運用は隔日の稼働としたい。 

・捕獲従事者の高齢化や人材不足が深刻化する

中、有害鳥獣による被害は増加の一途を辿って

いる。そのような状況下で、隔日の稼働体制で

は捕獲従事者の負担軽減に繋がらず、現状の改

善が期待できない。 

処理車での処理のあと移される二次加工

施設については、伊勢原市内の既存施設を

利用する。 

・伊勢原市内の当該施設は、既にキャパに達し

ておりこれ以上の受け入れはできない。二次加

工施設の確保ができていなければ、処理車を導

入しても事業として成り立たない。 

捕獲現場の特定方法は未定 

・捕獲個体をジビエとして活用するためには、

捕獲から加工までの時間をいかに短縮できるか

が重要である。 

さらに、捕獲現場の大半は２市８町の山間部

であるため、迅速な処理（捕獲から１時間以内）

が求められるジビエにおいて、現場の特定方法

が確立されていなければ、ジビエとしての利活

用が見込めない。 

ジビエの販売先は未定 

・事業の１つとして「ジビエの利活用」を提案し

ているにもかかわらず、具体性がない。事業の

遂行に確実性を欠く状況では、協議会として事

業化することは難しい。 
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平成 30 年 3 月 22 日 

課長会議資料 

子ども・子育て支援室 

 

開成町子ども・子育て支援活動助成事業について 

 

 次世代を担う子どもたちを地域全体で支えるため、開成町民等が自発的・自主的に行う公共の利

益に寄与する活動に要する経費の一部を補助し、子ども・子育て支援分野における課題解決及び協

働のまちづくりの推進を目的として実施いたします。 

 

１．事業の対象となる団体 

開成町内で子ども・子育て支援活動を行う団体であって、次の①～④のいずれにも該当する団体

が申請することができます。 

 ① 構成員の過半数以上が開成町民（在勤又は在学している者を含む）であり、自主的に運営さ

れていること。 

 ② ３人以上で組織された団体で、町内を拠点としている、又は活動している予定であること。 

 ③ 年間を通じて継続的に活動している、又は活動する予定であること。 

 ④ 公序良俗に反する活動をしていないこと。 

 

２．補助対象事業 

 公共の利益（※）に寄与し、かつ次の①～⑤にあてはまる事業が対象となります。 

 ① 子どもが安心・安全に過ごすことができる居場所づくりを行う事業 

 ② 「学習」又は「遊び」の場の提供を行う事業 

 ③ 孤食や育児の孤立を防止する事業 

 ④ 困難を抱えた子どもや家庭を支援する事業(学習支援等) 

 ⑤ その他町長が必要と認める事業 

 

[補助の対象とならない事業] 

・営利を目的とする事業 

・宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を強化育成することを目的とする事業 

・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業 

・特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 3 条に規定する公職）の候補者（当該候補

者になろうとする者も含む）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

することを目的とする事業 

・特定少数の個人又は団体の利益のために行われる事業 

・同一年度において、開成町、開成町が補助する法人等から同種の補助を受けている又は業務委託と

して請け負っている事業 

 

（※）公共の利益に寄与する活動 

広く開成町民が利益を受けられる活動です。趣味的な活動・サークル、団体の会員だけが利益を得

る活動は対象となりません。 
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３．補助対象額 

補助金の対象となる期間は、補助金の交付決定があった日から平成３１年３月末日までとなりま

す。補助金の額は、年間実施日数に応じ、次の表のとおりです。 

実施日数 上限額 備考 

年間５日以上１３日未満 ８万円 同一年度内において、１団体に

つき１事業について１回 年間１３日以上２５日未満 ９万円 

年間２５日以上 １０万円 

 

経費区分 補助対象経費の例 対象外経費の例 

消 耗 品 費 

材 料 費 

活動に必要な文具類等消耗品

(３万円以下のものに限る。) 

食事提供が必要とされる活動

の参加者の食材料費 

土産、賞品、記念品代、飲食経費 

印 刷 費 

PR 用ポスター、チラシ、パン

フレット等作成費用 

教材、レジュメ等資料の作成に

必要なコピー代金 

団体機関紙、会報、定期刊行物発行費用

等 

講 師 等 謝 礼 費 
講師等の謝礼 団体の構成員に支払う謝礼 

お礼としての菓子折りや金券類 

人 件 費 

活動実施当日に依頼する専門

職に要する経費(旅費、所得税

等含む) 

 

会 場 費 
活動当日に使用する会場及び

付帯施設、設備に要する費用 

個人宅にかかる経費、家賃 

団体事務所の家賃 

保 険 料 活動参加者への保険料  

そ の 他 の 経 費 

活動の目的達成のために必要

と認められる経費 

団体の運営維持にかかる運営費、通信料、

宗教的要素のある経費(慶弔費、見舞金等) 

活動全てを他の者に委託する委託料 

活動に要する交通費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

４．申請等スケジュール 

 

内容 時期 

おしらせ版による周知 

町ホームページ、子ども・子育て支援室に

おける募集案内等配布開始 

４月１日号 

４月２日（月）～ 

事前相談期間 ４月２日（月）～４月１３日（金） 

申請受付期間 ４月９日（月）～５月 ２日（水） 

申請書類審査 ５月７日（月）～５月１１日（金）予定 

補助金交付・不交付審査決定通知書送付 ５月下旬 予定 

団体交流会 

（補助団体間の連携等を目的として開催） 
１０月 予定 

実績報告 
事業終了後の３０日以内 

又は平成３１年４月１０日のいずれか早い日 

 

５．審査項目 

審査の基準は次の１０項目とします。提出された実施計画等を基に、必要に応じ活動場所の現地

確認やヒアリングを行い、事業内容の確認を行った上で、次の審査項目・評価の視点の観点に基づ

き採点を行い、総合的に選考を行います。 

５点 ４点 ３点 ２点 １点 

良い どちらかというと 

良い 

普通 どちらかというと 

悪い 

悪い 

 

審査項目 評価の視点 

有効性 

子育て家庭の福祉の向上若しくは子

どもの健全な育成が図られる活動で

あること 

補助事業の目的に照らし、町が実施していない子育て環境の

向上または改善に資する活動であり、子育て家庭や子どもた

ちにとって有効な活動であることが望ましい。 

公益性 

多くの町民が事業の効果を受けられ

る事業であること 

多くの町民が活動の成果を享受できることが望ましい。 

事業手法に公開性及び透明性がある

こと 

団体自らが行う広報は、多くの町民が参加できるよう実施す

ることが望ましい。 

計画性 

活動計画及びスケジュールが実現可

能であること 

活動の準備段階から実施段階のスケジュールに無理がなく、

円滑に実施できる計画であることが望ましい。 

活動の資金計画に無理がなく経費が

適切であること 

経費の使い方に無駄がないことや補助金に依存することなく

自主財源を確保することが望ましい。 

地域性 

子育てを取り巻く地域の環境や課題

に対し活動（手法）が適切で成果(効

果)が期待できること 

子育て分野における地域の課題を把握し、その解決手段とし

て適切な手法であることが望ましい。 
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地域や関係機関等と連携した活動で

あること 

活動の発展性、拡張性を視野に多様な主体と連携した活動で

あることが望ましい。 

自主性 
着実な活動ができるよう自立した運

営を目指していること 

協働の理念を踏まえ官民の役割分担に応じ自立を志す姿勢が

あることが望ましい 

団体能力 
活動を着実に実施する体制が整って

いること 

活動を円滑かつ安全に実施するために適切な人材確保や安全

対策が施されていることが望ましい。 

将来性 
活動の継続性及び発展性が期待でき

ること 

活動が一過性ではなく、発展しながら継続できることが望ま

しい 

 


